
１．子ども・子育て支援金制度って何？
　少子化対策や子育て施策の財源として、社会保険や後期高齢者医療、国民健康保険など、全ての医療保険
から納付金を拠出し、社会全体で子どもや子育て世帯を支える制度です。
　令和８年度の賦

ふ

課
か

から新しく納付が始まります。

２．納めた支援金は、何に使われるの？
　少子化対策や子育て支援などに使われます。以下は、拡充される給付の一例です。
　①児童手当の拡充（令和６年10月から拡充済）　
　　所得制限の撤廃、支給期間の高校生世代までの延長、第３子以降の給付額の増額（月３万円）
　②妊婦のための支援給付（令和７年度から実施済）
　　妊娠届時に５万円、妊娠後期に妊娠している子どもの数×５万円を支給
　③育児時短就業給付（令和７年度から実施済）
　　子どもが２歳未満の期間を対象に「育児時短給就業給付」を創設
　④育児期間中の国民年金保険料免除（令和８年10月から実施）
　　 国民年金の第１号被保険者の方を対象に、育児期間中（１歳になる誕生日の前日まで）の年金保険料免

除措置を創設

３．支援金の負担はどうなるの？　　　 （年額）
　 医療分 支援金分 介護分 子ども分※１ 合計

所得割 7.20% 2.90% 2.35% 0.27% 12.72%

均等割 28,000円 11,000円 11,500円

［全世代］
1,150円※２

51,720円［18歳以上］
70円※２

平等割 20,000円 8,500円 6,500円 740円 35,740円
（※１）令和８年度は子ども分の新設のみとなります。他の負担分の改定はありません。
（※２） 18歳以上の子ども分の均等割額については、全世代均等割額（1,150円）と18歳以上均等割額（70円）

を加算した額（1,220円）となります。なお、18歳未満の加入者にかかる子ども分の均等割額については、
全額軽減となります。

　負担額は、上記のとおりです。令和８年度からスタートし、令和10年度まで段階的に上がることが想定さ
れます。ただし、国が支援金の最大規模を決めており、右肩上がりには増えないとされています。

４．年間の負担額のイメージは？
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子ども・子育て支援金制度が始まります

【各年度の支援金の総額】
Ｒ ８年度　約6,000億円
Ｒ ９年度　約8,000億円
Ｒ10年度　約1兆円

以降は、約1兆円の範囲内で推移
（医療保険全体での金額です。）

●子ども・子育て支援金制度�
コールセンターが�
開設されています

☎️0120-303-272
受付時間

平日・土曜　9：00～18：00

子ども・子育て分の改定によるモデルケース
★夫婦（70歳代）　の２人世帯の場合
　夫：公的年金収入 190万円 （年金収入190万円ー110万円＝80万円）
　　　総所得金額 37万円 （80万円ー基礎控除43万円＝37万円）
　妻：公的年金収入 80万円 （年金収入80万円ー110万円＝０万円）
　　　総所得金額 ０万円
　※保険税の５割軽減（所得割除く）の世帯に該当します。
　※65歳以上のため介護分はかかりません。
　　　　　　　　�《改正前》����　《改正後》　����　《増減》
　保険税(年額)　�90,500円　　93,000円　　＋2,500円

みんなで
支えあう 国民健康保険国民健康保険国民健康保険国民健康保険
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よ
び
精
神

障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け

て
お
ら
れ
る
方
の
う
ち
、
一
定
級
以
上
の

障
害
を
有
す
る
方
が
所
有
す
る
軽
自
動

車
（
原
動
機
付
自
転
車
含
む
）
は
、
申
請

に
よ
り
軽
自
動
車
税
が
減
免
さ
れ
ま
す
。

　
申
請
を
さ
れ
る
方
は
、
次
の
必
要
書
類

を
そ
ろ
え
て
税
務
課
（
役
場
１
階
）
で
手

続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

●
申
請
に
必
要
な
書
類

　
①  

身
体
障
害
者
手
帳
、
戦
傷
病
者
手

帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
の
い
ず
れ
か

　
②  

運
転
免
許
証
（
運
転
免
許
証
情
報

が
紐
づ
い
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
も
可
）

　
③  

自
動
車
検
査
証
（
４
月
１
日
現
在
、

使
用
者
お
よ
び
所
有
者
欄
に
登
録

の
あ
る
方
が
障
が
い
者
本
人
で
あ

る
こ
と
）

　
④  

納
税
通
知
書
・
納
付
書
（
５
月
上

旬
頃
に
郵
送
し
ま
す
。
た
だ
し
、

口
座
振
替
の
方
は
納
付
書
が
あ
り

ま
せ
ん
）

　
⑤  
軽
自
動
車
税
減
免
申
請
書

　
⑥  
生
計
同
一
・
常
時
介
護
証
明
書

　
　
※ 

③
身
体
障
が
い
者
等
に
あ
た
る

方
が
年
齢
18
歳
未
満
の
身
体
障

が
い
者
で
あ
る
場
合
、
ま
た
は
知

的
障
が
い
者
、
精
神
障
が
い
者
で

あ
る
場
合
に
は
、
障
が
い
者
と
生

計
を
一
に
す
る
方
が
所
有
す
る

軽
自
動
車
を
含
み
ま
す
。

　
　
※ 

⑥
に
つ
い
て
は
、
身
体
障
が
い
者

等
本
人
以
外
の
家
族
等
の
方
が

運
転
さ
れ
る
場
合
に
必
要
で
す
。

　
　
※ 

⑤
軽
自
動
車
税
減
免
申
請
書
お

よ
び
⑥
生
計
同
一
・
常
時
介
護

証
明
書
の
用
紙
は
税
務
課
で
配

布
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
な
お
、
前
年
度
に
減
免
を
受
け
て
い

た
方
で
、
そ
の
内
容
等
に
変
更
の
な
い
方

は
、「
軽
自
動
車
税
の
減
免
に
係
る
現
況

報
告
書
」（
納
税
通
知
書
に
同
封
）
の
提

出
に
よ
り
継
続
し
て
減
免
申
請
が
で
き
ま

す
。（
郵
送
に
よ
る
提
出
も
可
能
で
す
。）

　
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
事
前
に
税
務

課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
受
付
期
限

　 

納
税
通
知
書
到
着
後
か
ら
５
月
25
日

（
月
）
ま
で
（
納
期
限
７
日
前
）

　
※�

土
日
祝
お
よ
び
受
付
期
限
後
の
申

請
は
受
け
付
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

軽
自
動
車
税
の
減
免
に
つ
い
て

軽
自
動
車
税
の
減
免
に
つ
い
て

子ども・子育て支援金制度が始まります

【各年度の支援金の総額】
Ｒ ８年度　約6,000億円
Ｒ ９年度　約8,000億円
Ｒ10年度　約1兆円

以降は、約1兆円の範囲内で推移
（医療保険全体での金額です。）

●子ども・子育て支援金制度�
コールセンターが�
開設されています

☎️0120-303-272
受付時間

平日・土曜　9：00～18：00

子ども・子育て分の改定によるモデルケース
★夫婦（70歳代）　の２人世帯の場合
　夫：公的年金収入 190万円 （年金収入190万円ー110万円＝80万円）
　　　総所得金額 37万円 （80万円ー基礎控除43万円＝37万円）
　妻：公的年金収入 80万円 （年金収入80万円ー110万円＝０万円）
　　　総所得金額 ０万円
　※保険税の５割軽減（所得割除く）の世帯に該当します。
　※65歳以上のため介護分はかかりません。
　　　　　　　　�《改正前》����　《改正後》　����　《増減》
　保険税(年額)　�90,500円　　93,000円　　＋2,500円

みんなで
支えあう 国民健康保険国民健康保険国民健康保険国民健康保険
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